
◉
パ
ー
ト
で
働
く
人
に
対
す
る
税

　

収
入
が
パ
ー
ト
収
入
の
み
で
、
年
収
が

93
万
円
を
超
え
る
方
に
は
、
住
民
税
の
均

等
割
（
４
５
０
０
円
）
が
課
税
さ
れ
ま

す
。
ま
た
、
年
収
が
１
０
０
万
円
以
上
の

方
に
は
、
こ
の
均
等
割
に
加
え
、
所
得
割

も
課
税
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
年
収
が

１
０
３
万
円
以
上
に
な
る
と
、
所
得
税
も

課
税
さ
れ
ま
す
。

◉
配
偶
者
控
除
・
配
偶
者
特
別
控
除

　

所
得
が
あ
る
夫
の
妻
が
パ
ー
ト
で
働

く
場
合
、
妻
の
パ
ー
ト
に
よ
る
年
収
が

１
０
３
万
円
以
下
で
あ
れ
ば
、『
配
偶
者

控
除
（
所
得
税
38
万
円
、
住
民
税
33
万

円
）』
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
年
収

が
１
０
３
万
円
を
超
え
、
配
偶
者
控
除
が

受
け
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
１
４
１
万
円

未
満
で
あ
れ
ば
、
段
階
的
に
『
配
偶
者
特

別
控
除
』
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

配
偶
者
控
除
と
配
偶
者
特
別
控
除
を
併
用

し
て
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。ま
た
、

夫
の
合
計
所
得
が
１
０
０
０
万
円
（
給
与

収
入
で
１
２
３
０
万
円
）
を
超
え
る
年
に

は
、
配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

市
内
で
の
法
人
な
ど
の
新
規
設
立
や
、

事
務
所
・
事
業
所
の
新
規
開
設
を
し
た
場

合
は
、速
や
か
に
登
記
簿
謄
（
抄
）
本
（
写

し
）
と
定
款
を
添
え
て
、法
人
の
設
立
（
開

設
）
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
商
号
」「
所
在
地
」「
代
表
者
」

「
資
本
金
額
」「
決
算
期
」
な
ど
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
や
「
法
人
の
解
散
」「
事
業
所

の
閉
鎖
」
な
ど
を
し
た
場
合
も
、
そ
の
都

度
、
変
更
届
出
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
法
人
の
設
立
（
開
設
）
届
出
書
は
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

　

http://w
w

w
.city.tahara.aichi.jp/

　

12
月
14
日（
月
）か
ら
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
地

方
税
の
手
続
き
が
で
き

る
「
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
」

を
利
用
し
て
、
市
税
の
電
子
申
告
、
届
出

が
可
能
に
な
り
ま
す
。
地
方
税
の
申
告
を

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
、
複

数
の
地
方
公
共
団
体
へ
一
度
に
ま
と
め
て

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
電
子
申
告
で
き
る
市
税
＝
個
人
市
県
民

税（
給
与
支
払
報
告
書
・
特
別
徴
収
関
係
）、

法
人
市
民
税
、
固
定
資
産
税
（
償
却
資

産
）　

▼
利
用
方
法
＝
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
で
利
用
届
出
を
行
い
、
利
用

者
Ｉア
イ
デ
ィ
ー
Ｄ
を
取
得
後
、
無
償
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア

「P

ピ
ー
シ
ー
デ
ス
ク

Cdesk

」
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

http://w
w

w
.eltax.jp/

▼
税
務
課

☎
23
局
３
５
０
９　

23
局
０
１
８
０

◉
年
末
調
整
説
明
会

　

平
成
21
年
分
の
源
泉
所
得
税
の
年
末
調

整
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
法
人
・
個
人
の
青
色
申
告
を
さ

れ
る
方
お
よ
び
白
色
申
告
を
さ
れ
る
方　

▼
日
時
＝
11
月
19
日
（
木
） 

午
後
１
時
30

分
～
３
時
30
分　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会

館
多
目
的
ホ
ー
ル

◉
青
色
申
告
決
算
説
明
会

　

平
成
21
年
分
の
青
色
申
告
決
算
説
明
会

を
開
催
し
ま
す
。

▼
対
象
＝
青
色
申
告
を
さ
れ
る
方　

▼
日

時
＝
12
月
３
日
（
木
）
午
後
１
時
30
分
～

３
時
30
分　

▼
場
所
＝
田
原
文
化
会
館
多

目
的
ホ
ー
ル　

▼
そ
の
他
＝
ｅイ
ー
タ
ッ
ク
ス

－

Ｔ
ａ
ｘ

を
利
用
さ
れ
た
方
は
、
確
定
申
告
書
、
青

色
申
告
決
算
書
（
収
支
内
訳
書
）
な
ど
の

書
類
は
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
豊
橋
税
務
署
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
豊
橋
税
務
署（
豊
橋
地
方
合
同
庁
舎
内
）

☎（
０
５
３
２
）52
局
６
２
０
１

　

個
人
事
業
税
の
第
二
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日
（
月
）
で
す
。
11
月
中
旬

に
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す
。

　

最
寄
の
金
融
機
関
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
（
納
付
書
の
納
付
金
額
が
30
万
円

以
下
の
も
の
）
ま
た
は
県
税
事
務
所
で
納

付
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
口
座
振
替
を

ご
利
用
の
方
は
、
納
期
限
前
に
預
貯
金
残

高
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▼
東
三
河
県
税
事
務
所

☎（
０
５
３
２
）54
局
５
１
１
１

　

次
の
方
か
ら
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し
ま
す
。

▼
８
月
27
日
、
並
樹
会
様
か
ら
社
会
福
祉

の
た
め
金
２
万
円
。　

パ
ー
ト
収
入
と
税

法
人
の
各
種
届
け
出

個
人
事
業
税
第
二
期
分
の

納
税
を
お
忘
れ
な
く
！

年
末
調
整
説
明
会

青
色
申
告
決
算
説
明
会

市
税
の
電
子
申
告
が

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
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